
 

新型コロナウイルス感染症 の影響を受けた 

～ 岩内町新型コロナウイルス感染症対策緊急経営支援補助金 ～  

 

岩内町内 の 事業者の方 へ 

北洋銀行岩内中央支店  北海道銀行岩内支店  北海道信用金庫岩内支店 

〇岩内町内に事業所を有する中小企業者、個人事業主 

〇令和２年３月１日～令和３年３月３１日の間に 

取扱金融機関から融資を受けた 

①取扱金融機関と借入契約 

 

②岩内町へ補助金の交付申請 

 

③岩内町から補助金の交付決定 

 

④利子を支払い後、岩内町へ補助金の請求 

  

⑤岩内町から補助金の交付 

対象者 

要 件 

流 れ 

〇令和２年２月１日～令和３年３月３１日の間の 

１か月間の売上高が、前年度と比較し５％以上減少 

取扱金融機関  

お問合せ  岩内町役場 企画産業課    ６７－７０９６ 

岩内商工会議所      ６２－１１８４ 

北洋銀行 岩内中央支店  ６２－１７１１ 

北海道銀行 岩内支店      ６２－１５１５ 

北海道信用金庫 岩内支店  ６２－１４１１ 

令和２年４月 

 

１５ 
最 大 

万円 



 

利子の支払期間 支払利子 補助金請求額 

R2. 4. 1～ R2. 9.30 50,000 円   50,000 円 

R2.10. 1～ R3. 3.31 50,000 円   50,000 円 

R3. 4. 1～ R3. 9.30  47,394 円   47,394 円 

R3.10. 1～ R4. 3.31  41,144 円    2,606 円 

R4. 4. 1～ R4. 9.30  34,894 円        0円 

R4.10. 1～ R5. 3.31  28,644 円      0円 

R5. 4. 1～ R5. 9.30  22,394 円      0円 

R5.10. 1～ R6. 3.31  16,144 円      0円 

R6. 4. 1～ R6. 9.30   9,894 円          0円 

R6.10. 1～ R7. 3.31   3,644 円      0円 

計 304,152 円 150,000 円 

①取扱金融機関と借入契約をする。 

  

 

②岩内町へ補助金申請書を提出する。 

  

 

③岩内町から補助金の交付決定を受ける。 

 

 

④利子を支払い後、岩内町へ補助金請求書を提出する。 

 

 

  

⑤岩内町から補助金が交付される。 

【必要な書類】 

・補助金の申請書（様式あり） 

・利子の支払計画がわかる書類（返済予定表など） 

・売上高の減少がわかる書類 

（前年度の試算表と直近月の売上帳簿など） 

・納税状況の調査に関する同意書（様式あり） 

・反社会的勢力でないことの同意書（様式あり） 

 

【補助金の申請時期】 

・借入実行日から 30日以内 

【必要な書類】 

・補助金請求書（様式あり） 

・利子の支払実績がわかる書類（通帳など） 

・口座振替申出書（様式あり） 

 

【補助金の請求時期】 

・前期：４～９月に支払った利子、１０月末まで 

・後期：１０～３月に支払った利子、４月末まで 

※前期分を後期にまとめて請求することも可能 請求のイメージ （例） 

手続き方法 

●借入期間：令和２年４月１日～令和７年３月３１日  ●借入金額：500 万円 

●利率：2.0％  ●返済方法：元金均等、１年据え置き、48回払い 

●補助金請求：半年に１回請求 

補助金請求額は、１５万円まで 

です。 

 

※国などから利子補助の交付 

を受けた場合は、その額を 

１５万円から除いて 

申請してください。 


